
○港区中小企業男性の子育て支援奨励金交付要綱 

平成２７年３月２０日 

２６港総権第１２６７号 

（目的） 

第１条 この要綱は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律（平成３年法律第７６号。以下「育児・介護休業法」という。）に定める育

児休業又は育児のための短時間勤務制度（以下「育児休業制度等」という。）を男性

従業員に利用させた中小企業の事業主に対し、男性の子育て支援奨励金（以下「奨励

金」という。）を交付することにより、男性の家庭生活への参加と中小企業における

仕事と子育てとが両立できる職場環境づくりを支援することを目的とする。 

（交付要件） 

第２条 奨励金の交付を受けることができる事業主は、次に掲げる要件を満たす者とす

る。 

（１）中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に定める中小企

業者であり、かつ、区内に本社（個人にあっては、主な事業所）を有していること。  

（２）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に基づく雇用保険の適用を受ける事業

所を区内に有すること。 

（３）育児・介護休業法に定める育児休業制度等を就業規則等により規定していること。  

（４）第２号の事業所のうち区内に住所を有する事業所に勤務する従業員であって、前

号の規定に基づき就業規則等に規定した育児休業制度等について、次のいずれかに

該当する者（以下「対象従業員」という。）がいること。 

ア 育児休業を１４日以上継続して取得していること。 

イ 育児のための短時間勤務（以下「育児短時間勤務」という。）を１か月以上

継続して取得していること。 

（５）育児短時間勤務に当たり、月給制を時給制にする等給与等の雇用形態を変更せず、

また、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤

務をしていないこと。 

（６）育児短時間勤務に当たり、育児短時間勤務制度の利用前後の給与等水準が同等以

上であること。 

（７）対象従業員の育児休業期間又は育児短時間勤務期間の末日から起算して１か月以

上かつ奨励金の申請日まで、雇用保険の被保険者として継続雇用していること。  



（８）既に奨励金の交付を受けていないこと。 

（９）同一の対象従業員による同一の子を対象とした港区中小企業子育て支援奨励金交

付要綱（平成２７年３月２０日２６港総権第１２６５号）に基づく子育て支援奨励

金の交付を既に受けていないこと。 

（奨励金の額） 

第３条 奨励金の額は、対象従業員１人を限度として１０万円とし、予算の範囲内で交

付するものとする。この場合において、本社及び支社の関係にある事業所その他これ

に類する関係にあると区長が認める事業所については、当該関係がある事業所全体に

つき対象従業員１人を限度とする。 

（奨励金の交付申請） 

第４条 奨励金の交付を受けようとする事業主は、男性の子育て支援奨励金交付申請書

（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。  

（１）就業規則その他これに準ずる書類 

（２）育児休業又は育児短時間勤務の開始日及び終了日並びに休業期間又は短時間勤務

取得期間中の休業日数又は取得日数の実績が確認できる書類の写し 

（３）育児休業又は育児短時間勤務の申請書の写し 

（４）育児休業の場合は、育児休業給付金支給決定通知書の写し 

（５）対象従業員を雇用保険の被保険者として継続雇用していることが確認できる書類

の写し 

（６）雇用保険適用事業所であることが確認できる書類の写し 

（７）その他区長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、対象従業員の育児休業期間又は育児短時間勤務期間の末

日から起算して１か月を経過した日（以下「申請可能日」という。）以後でなければ

行うことができない。 

３ 第１項の規定による申請は、申請可能日から起算して１年以内に行わなければなら

ない。 

（奨励金の交付決定等） 

第５条 区長は、前条第１項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、奨

励金を交付することと決定したときは男性の子育て支援奨励金交付決定通知書（第２

号様式）により、奨励金を交付しないことと決定したときは男性の子育て支援奨励金

不交付決定通知書（第３号様式）により、速やかに事業主に通知するものとする。  



（奨励金の請求） 

第６条 前条の規定による交付決定の通知を受けた事業主は、男性の子育て支援奨励金

請求書（第４号様式）を区長に提出し、奨励金の交付を受けるものとする。 

（決定の取消し） 

第７条 区長は、事業主が次の各号のいずれかに該当した場合は、奨励金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。 

（２）港区暴力団排除条例（平成２６年港区条例第１号）第１２条第２項の規定に基づ

き、奨励金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められ

るとき。 

（３）前２号のほか、奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

（奨励金の返還） 

第８条 区長は、奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部

分に関し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるもの

とする。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、区長が別に

定める。 

付 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、同日以後の育児休業又は育児短時間勤

務（同日以後の日を育児休業期間又は育児短時間勤務期間の初日とするものに限る。）

を取得した場合について適用する。 
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